
うつくしいまち当別1�

協
ファシリテーション

働促進のきほんのき

協
コラボレーション

働の作法を学ぼう !

▼日程・内容

1 月 24 日 ( 土 )　10 時～ 17 時

協働の場のメカニズムを実感する

1 月 25 日 ( 日 )　10 時～ 16 時

協働の場をまわす視点を押さえる

▼講師　川島憲志さん（環境教育

フリーランス、神戸市在住）

▼会場

　札幌市留学生交流センター

▼対象　環境教育やまちづくり、

自然体験指導者を目指している方

▼定員　20 名 ( 先着順 )

▼参加費　5,000 円

▼ 申 込 み　 電 話、FAX、e-mail

でお申し込みください。

▼主催・詳細　

NPO 法人当別エコロジカルコミュニティー

( ☎ 22 － 4305/FAX22 － 2263)

　E-mail　tectec_ee@ybb.ne.jp

　http://www.geocities.jp/tectec_ee

環 境

体験活動指導者養成

研修会を開催します

　町では、灯油価格の高値変動に

よる緊急の経済支援策として、次

の対象世帯に灯油の購入費の一部

を助成します。

▼対象　平成 20 年 12 月 1 日現

在、町の住民基本台帳に登録があ

り現に居住している☎次の世帯。

（同じ住宅に居住している世帯全

員が住民税非課税世帯。生活保護

世帯等を除く。）

☎①高齢者世帯

　70 歳以上の単身世帯または一

方が 70 歳以上で、その配偶者も

しくは同居人が 65 歳以上で構成

される世帯

☎②障がい児・障がい者のいる世帯

　身体障害者手帳１級と２級、療

育手帳 A、精神障害者保健福祉

手帳１級を所持している方がいる

世帯

③ひとり親家庭等世帯

　ひとり親家庭等医療費受給者証

を所持している方がいる世帯

▼申請期限　3 月 2 日（月）

▼支給額　1 世帯当り 1 万円

▼持参するもの　

　通帳（郵便局以外）と印鑑

（申請後審査のうえ決定します。

事実と異なる申請の場合、返還請

求を行うことがあります。）

▼申請・問合せ先　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

福 祉

灯油購入費の一部を

助成します

　最近、「水道課からの指示で来

ました」などとあたかも役場と関

係あるように装った訪問販売や点

検商法が発生しています。

　上下水道課では、以下のような

行為は行っておりませんので、十

分にご注意願います。

★突然訪問し、簡単な水質検査や

配管の確認を無料で行ったあと、

浄水器の販売・斡旋や屋内配水管

の取り替え等の工事契約を行う。

★要請のない水質検査や漏水検査

などを行ってお金を請求する。

★水道メータの有料交換を行う。

※水道の修理は、当別町の指定を

受けた給水装置工事事業者でない

と出来ません。「おかしいな？」

と思われたら、ご連絡ください。

▼詳細

　上下水道課 (☎ 22 － 2411)

　元町浄水場 (☎ 23 － 2713)

水 道

ご注意ください！

水道の悪質な訪問販売

　平和祈念事業特別基金では、引

揚者、恩給欠格者、戦後強制抑留

者本人に、特別慰労品を贈呈して

います（遺族の方は対象外です）。

　引揚者は、終戦の日まで引き続

き１年以上外地で生活し、戦後引

き揚げた家族全員が対象です。

　請求書等は、福祉係の窓口にあ

ります。未請求の方は、早急に申

請してください。

▼詳細

　独立行政法人平和祈念事業特別基金

　(　　0120 － 234 － 933)

( 月～金曜日　9 時 15 分～ 17 時

15 分　祝日休み )

福 祉

3 月 31 日で特別慰労品

贈呈の受付が終了します

▼日時　1 月 31 日 ( 土 )

　　　　10 時～ 13 時

▼会場　当別消防署

▼定員　20 名 ( 先着 )

▼対象　満 18 歳以上

▼申込み　1 月 27 日 ( 火 ) 迄に電

話・FAX でお申し込みください。

▼主催・詳細　

NPO 法人当別エコロジカルコミュニティー

(☎ 22 － 4305/FAX22 － 2263)

研 修

救急法研修に

参加しませんか

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【公的年金等の源泉徴収票が送付されます】

　老齢年金や退職に係る年金を受給されている方々

に、社会保険庁から「公的年金等の源泉徴収票」が、

１月末日までに送付されます。この源泉徴収票には、

平成 20 年中の１年間に支払われた年金の総額、健康

保険・介護保険など社会保険料の金額、および年金か

ら控除された所得税額などが載っています。

　年金以外に給与等の所得がある方、厚生年金と共済

年金などの２つ以上の制度に「扶養親族等申告書」を

昨年 12 月に提出している方など、確定申告をする必

要のある方は添付書類として必要となりますので、大

切に保管してください。万一紛失された場合や未着の

場合には戸籍年金係までご連絡ください。

■役場窓口年金相談日　

　1 月 13 日 (火)・26 日 (月)

　住民課戸籍年金係へお気軽にお越しください。

■年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　1 月 20 日 (火)　10 時～ 15 時　商工会館

※年金保険相談に代理人の方が行く場合は、委任状・

身分証明書が必要になります。なお、委任状の書式は

任意ですが、戸籍年金係にも用紙があります。

読んで得する年金・国保のお話年 金 国 保

■国民健康保険への加入手続きは、お済みですか

　職場の健康保険などの資格を喪失したときは、喪失

後 14 日以内に社会保険等資格喪失証明書などを持参

し、役場国保・後期高齢者医療係で手続きをしてくだ

さい。

　すべての住民が国保などの医療保険に加入し、日頃

から保険税を出し合い、いざというときの医療費の経

済的負担を軽くし、誰もが安心して医療を受けられる

制度となっています。

　国民健康保険は、市町村が運営し、職場の健康保険

の加入者など以外は、すべての人が加入する制度です。

■さかのぼって加入することになります

　たとえば、２年前に退職後、国保に未加入のままで

過ごし、風邪・病気などで病院にかかる時に国保加入

の届出をしたとしても、国保の加入日は、届出をした

日ではなく職場の健康保険が切れた日（退職日の翌日）

となります。

　そのため、保険税もさかのぼって納めなければなり

ませんので、未加入期間が長いほど一度に納める国保

税が高額になり、経済的に負担が大きくなるのでご注

意ください。

●身分証明書として利用できます　写真付き住基

カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証明

書として、住民票や戸籍謄本等の請求、婚姻等の戸

籍の届出、住所の異動等の際、本人確認に利用でき

ます。また、全国の市区町村窓口で、本人や世帯の

住民票の写しの交付を受けることができるほか、金

融機関での口座開設、携帯電話の新規購入時などに

利用できます。

●電子申請ができます　電子証明書（公的個人認証

サービス）を利用し、自宅や職場からインターネッ

トを通じ国や地方の行政機関へさまざまな手続きが

できます。なお、電子証明書取得時には手数料とし

て 500 円、電子申請には住基カードの情報を読み取

るためのＩＣカードリーダライタが必要です。

● e-Tax について　平成 20 年分の所得税の確定申

告書の提出を、電子証明書を利用して e-Tax（国税

電子申告・納税システム）で行う場合、所得税から

最高 5,000 円の控除を受けることができます。（平

成 19 年分の確定申告で、控除の適用を受けた方は

受けられません。）

住基カードを利用しませんか？
●住基カード交付申請に必要なもの

・証明用として撮影された顔写真

　サイズ　縦 4.5cm 横 3.5cm 程度　１枚

（電子申請用として利用の場合は、写真なしでも申請

できます）。

・免許証、健康保険証等、本人が確認できる書類

・印鑑　・手数料 500 円

申請者本人が窓口へお越しください。申請後約２週

間で住基カードが交付されます。

■詳細　

・住基カード　http://juki-card.com/index.html

・電子証明書（公的個人認証サービス）

　http://www.jpki.go.jp/index.html

・e-Tax（国税電子申告・納税システム）

　http://www.e-tax.nta.go.jp/

・e-Tax 確定申告特集ページ

　http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/

shotoku/tokushu/

・住基カード・電子証明書について

　住民課戸籍年金係 (☎ 23 － 2463)

・e-Tax について

　札幌北税務署 (☎ 011 － 707 － 5111)
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協
ファシリテーション

働促進のきほんのき

協
コラボレーション

働の作法を学ぼう !

▼日程・内容

1 月 24 日 ( 土 )　10 時～ 17 時

協働の場のメカニズムを実感する

1 月 25 日 ( 日 )　10 時～ 16 時

協働の場をまわす視点を押さえる

▼講師　川島憲志さん（環境教育

フリーランス、神戸市在住）

▼会場

　札幌市留学生交流センター

▼対象　環境教育やまちづくり、

自然体験指導者を目指している方

▼定員　20 名 ( 先着順 )

▼参加費　5,000 円

▼ 申 込 み　 電 話、FAX、e-mail

でお申し込みください。

▼主催・詳細　

NPO 法人当別エコロジカルコミュニティー

( ☎ 22 － 4305/FAX22 － 2263)

　E-mail　tectec_ee@ybb.ne.jp

　http://www.geocities.jp/tectec_ee

環 境

体験活動指導者養成

研修会を開催します

　町では、灯油価格の高値変動に

よる緊急の経済支援策として、次

の対象世帯に灯油の購入費の一部

を助成します。

▼対象　平成 20 年 12 月 1 日現

在、町の住民基本台帳に登録があ

り現に居住している☎次の世帯。

（同じ住宅に居住している世帯全

員が住民税非課税世帯。生活保護

世帯等を除く。）

☎①高齢者世帯

　70 歳以上の単身世帯または一

方が 70 歳以上で、その配偶者も

しくは同居人が 65 歳以上で構成

される世帯

☎②障がい児・障がい者のいる世帯

　身体障害者手帳１級と２級、療

育手帳 A、精神障害者保健福祉

手帳１級を所持している方がいる

世帯

③ひとり親家庭等世帯

　ひとり親家庭等医療費受給者証

を所持している方がいる世帯

▼申請期限　3 月 2 日（月）

▼支給額　1 世帯当り 1 万円

▼持参するもの　

　通帳（郵便局以外）と印鑑

（申請後審査のうえ決定します。

事実と異なる申請の場合、返還請

求を行うことがあります。）

▼申請・問合せ先　福祉課福祉係

　（ゆとろ内・☎ 23 － 3019）

福 祉

灯油購入費の一部を

助成します

　最近、「水道課からの指示で来

ました」などとあたかも役場と関

係あるように装った訪問販売や点

検商法が発生しています。

　上下水道課では、以下のような

行為は行っておりませんので、十

分にご注意願います。

★突然訪問し、簡単な水質検査や

配管の確認を無料で行ったあと、

浄水器の販売・斡旋や屋内配水管

の取り替え等の工事契約を行う。

★要請のない水質検査や漏水検査

などを行ってお金を請求する。

★水道メータの有料交換を行う。

※水道の修理は、当別町の指定を

受けた給水装置工事事業者でない

と出来ません。「おかしいな？」

と思われたら、ご連絡ください。

▼詳細

　上下水道課 (☎ 22 － 2411)

　元町浄水場 (☎ 23 － 2713)

水 道

ご注意ください！

水道の悪質な訪問販売

　平和祈念事業特別基金では、引

揚者、恩給欠格者、戦後強制抑留

者本人に、特別慰労品を贈呈して

います（遺族の方は対象外です）。

　引揚者は、終戦の日まで引き続

き１年以上外地で生活し、戦後引

き揚げた家族全員が対象です。

　請求書等は、福祉係の窓口にあ

ります。未請求の方は、早急に申

請してください。

▼詳細

　独立行政法人平和祈念事業特別基金

　(　　0120 － 234 － 933)

( 月～金曜日　9 時 15 分～ 17 時

15 分　祝日休み )

福 祉

3 月 31 日で特別慰労品

贈呈の受付が終了します

▼日時　1 月 31 日 ( 土 )

　　　　10 時～ 13 時

▼会場　当別消防署

▼定員　20 名 ( 先着 )

▼対象　満 18 歳以上

▼申込み　1 月 27 日 ( 火 ) 迄に電

話・FAX でお申し込みください。

▼主催・詳細　

NPO 法人当別エコロジカルコミュニティー

(☎ 22 － 4305/FAX22 － 2263)

研 修

救急法研修に

参加しませんか

▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【公的年金等の源泉徴収票が送付されます】

　老齢年金や退職に係る年金を受給されている方々

に、社会保険庁から「公的年金等の源泉徴収票」が、

１月末日までに送付されます。この源泉徴収票には、

平成 20 年中の１年間に支払われた年金の総額、健康

保険・介護保険など社会保険料の金額、および年金か

ら控除された所得税額などが載っています。

　年金以外に給与等の所得がある方、厚生年金と共済

年金などの２つ以上の制度に「扶養親族等申告書」を

昨年 12 月に提出している方など、確定申告をする必

要のある方は添付書類として必要となりますので、大

切に保管してください。万一紛失された場合や未着の

場合には戸籍年金係までご連絡ください。

■役場窓口年金相談日　

　1 月 13 日 (火)・26 日 (月)

　住民課戸籍年金係へお気軽にお越しください。

■年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　1 月 20 日 (火)　10 時～ 15 時　商工会館

※年金保険相談に代理人の方が行く場合は、委任状・

身分証明書が必要になります。なお、委任状の書式は

任意ですが、戸籍年金係にも用紙があります。

読んで得する年金・国保のお話年 金 国 保

■国民健康保険への加入手続きは、お済みですか

　職場の健康保険などの資格を喪失したときは、喪失

後 14 日以内に社会保険等資格喪失証明書などを持参

し、役場国保・後期高齢者医療係で手続きをしてくだ

さい。

　すべての住民が国保などの医療保険に加入し、日頃

から保険税を出し合い、いざというときの医療費の経

済的負担を軽くし、誰もが安心して医療を受けられる

制度となっています。

　国民健康保険は、市町村が運営し、職場の健康保険

の加入者など以外は、すべての人が加入する制度です。

■さかのぼって加入することになります

　たとえば、２年前に退職後、国保に未加入のままで

過ごし、風邪・病気などで病院にかかる時に国保加入

の届出をしたとしても、国保の加入日は、届出をした

日ではなく職場の健康保険が切れた日（退職日の翌日）

となります。

　そのため、保険税もさかのぼって納めなければなり

ませんので、未加入期間が長いほど一度に納める国保

税が高額になり、経済的に負担が大きくなるのでご注

意ください。

●身分証明書として利用できます　写真付き住基

カードは、運転免許証などと同様に公的な身分証明

書として、住民票や戸籍謄本等の請求、婚姻等の戸

籍の届出、住所の異動等の際、本人確認に利用でき

ます。また、全国の市区町村窓口で、本人や世帯の

住民票の写しの交付を受けることができるほか、金

融機関での口座開設、携帯電話の新規購入時などに

利用できます。

●電子申請ができます　電子証明書（公的個人認証

サービス）を利用し、自宅や職場からインターネッ

トを通じ国や地方の行政機関へさまざまな手続きが

できます。なお、電子証明書取得時には手数料とし

て 500 円、電子申請には住基カードの情報を読み取

るためのＩＣカードリーダライタが必要です。

● e-Tax について　平成 20 年分の所得税の確定申

告書の提出を、電子証明書を利用して e-Tax（国税

電子申告・納税システム）で行う場合、所得税から

最高 5,000 円の控除を受けることができます。（平

成 19 年分の確定申告で、控除の適用を受けた方は

受けられません。）

住基カードを利用しませんか？
●住基カード交付申請に必要なもの

・証明用として撮影された顔写真

　サイズ　縦 4.5cm 横 3.5cm 程度　１枚

（電子申請用として利用の場合は、写真なしでも申請

できます）。

・免許証、健康保険証等、本人が確認できる書類

・印鑑　・手数料 500 円

申請者本人が窓口へお越しください。申請後約２週

間で住基カードが交付されます。

■詳細　

・住基カード　http://juki-card.com/index.html

・電子証明書（公的個人認証サービス）

　http://www.jpki.go.jp/index.html

・e-Tax（国税電子申告・納税システム）

　http://www.e-tax.nta.go.jp/

・e-Tax 確定申告特集ページ

　http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/

shotoku/tokushu/

・住基カード・電子証明書について

　住民課戸籍年金係 (☎ 23 － 2463)

・e-Tax について

　札幌北税務署 (☎ 011 － 707 － 5111)



うつくしいまち当別1�

　町では、子どもプレイハウス（学

童保育）を開設しています。入所

希望者はお申し込みください。

【入所対象者】　共働きなどで、放

課後に保護者が家庭から不在とな

る児童（原則小学校１～３年生）

【開設場所・定員】

・当別子どもプレイハウス（元町）

　定員 100 名

・西当別子どもプレイハウス（太美町）

　定員 60 名

▼開設日時

　4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日

（日曜、祝日、お盆・年末年始を除く）

・学校登校日　放課後～ 18 時

・土曜日、長期休業期間

　8 時 30 分～ 18 時

▼費用　保育料　月額 2,000 円

　　　父母会費　月額 2,000 円

　　　保険加入料　年額 600 円

▼申込方法・期間

　入所申込用紙を 2 月 2 日（月）

から、ゆとろ、太美出張所及び各

プレイハウスで配布します。雇用

証明書等の書類とともに、ゆと

ろまたは太美出張所へ 2 月 27 日

（金）までに提出してください。

▼詳細　子育て推進課子ども係

　（ゆとろ内・☎ ☎ 23 － 3024）

保 育

プレイハウス入所希望者を

募集します

　当別消防署・消防団では、出初

式を行います。式典には、一般の

方も参加できますので是非お越し

ください。

▼日時　１月７日（水）11 時～

▼会場　総合体育館

▼詳細　消防課庶務係

　　　　( ☎ 23 － 2537)

消 防

1 月 7 日は

当別消防出初式

　町が景観行政団体の指定を受け

て、現在策定中の計画（素案）へ

意見をお寄せください。郵便、Ｆ

ＡＸ、電子メール、投函箱のいず

れかで提出してください。なお、

計画（素案）は、町ホームページ

からダウンロードもしくは下記の

投函箱設置場所にあります。

▼募集期間

　１月８日（木）～ 1 月 23 日（金）

▼投函箱設置場所　　当別町役場

（１階　住民生活課カウンター）、

太美出張所、ゆとろ、ふれあい倉

庫（当別赤れんが６号）、総合体

育館、白樺コミュニティセンター、

西当別コミュニティセンター

▼詳細・提出先　美しいまちづくり課

（☎ 23－3073・FAX 23－3206)

e-mail:

machi@town.tobetsu.hokkaido.jp

景 観

当別町景観計画 ( 素案 ) に

対する意見を募集します。

　当別ふれあいバスの燃料として

利用するため天ぷら油回収を行っ

た 11・12 月のキャンペーン期間

中に多くのてんぷら油が集まりま

した。今後もてんぷら油の回収と

回収ボトルの無料配布は続けてお

りますので、引き続き皆様のご協

力をお願いします。

▼回収場所

・バス車内（バス停でも回収します）

・小島商店　・下段モータース

・当別熱源　・フレッティ当別駅前店

・山田産商　・役場環境生活課

※回収ボトルは回収場所で配布し

ています。

▼詳細　当別町地域公共交通活性化協議会

　( 役場企画課内・☎ 23 － 3042)

交 通

天ぷら油回収キャンペーン

終了のお知らせ

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 情 報

あそびのひろば 1 月の日程

時間は全て 10 時～ 11 時 30 分

▼こりす・うさぎ（1 歳 6 か月～就学前）

　会場　ゆとろ（全て火曜日）

　13 日・20 日・27 日

▼キャロット（1歳6か月～就学前）

　会場　ふとみ保育所（全て水曜日）

　14 日・21 日・28 日

▼ミニトマトクラブ（乳児支援）

　 8 日（木）ゆとろ

　 22 日（木）ふとみ保育所

※妊婦さんも遊びに来てください

▼サロン（0 歳～就学前対象）

　わんぱくサロン（子どもハウス）

　毎週月・水曜日（1/5㈪は休み）

　すみれサロン（ふとみ保育所）

　毎週金曜日

▼詳細・申込み　子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

 地域オープンサロン　

 1 日コックさん

 今月の出店者・メニュー

☆ 8 ㈭　弥生さくら館さぽーと隊
　炊き込みご飯セット　500 円
☆ 14 ㈬　井原幸三さん

　ちゅうかランチアラカルト　 700 円
☆ 19 ㈪　籬　資浩さん

　チーズチキンカツ定食　700 円
☆ 20 ㈫　熊坂貴子さん
　こだわりヘルシーベジランチ　550 円
☆ 23 ㈮　春日町婦人部
　てんぷら定食　500 円
☆ 27 ㈫　弥生さくら館さぽーと隊
　特製シーフードカレー　500 円
☆ 28 ㈬　ねこ & ボくらぶ
　ピザランチ　500 円
☆ 30 ㈮　佐藤信廣さん

　手打ちそばランチ　700 円
▼詳細　共生型地域オープンサロン
　　　　（☎ 22 － 0775）



1�2009 年 1 月号

人の動き 12 月 1 日現在

（　）は前月との比較

人口

世帯

男

女

19,138

  7,783

人

世帯

  9,365

  9,773

人

人

（ 20 人減）

（1 世帯増）

（12 人減）

（  8 人減）

交通安全情報

「冬道を安全に」

・交通事故が増加しています。運

転手も歩行者も安全確認を。

・吹雪や雪山、危ない冬道、ゆっ

くりとゆとりの運転を

・新年はお酒の席が多い時期です

が、酒気帯び･酒酔い運転は絶対

にしないでください。

（平成 20 年 1 月～ 11 月の交通事故累計）

Ｈ 20 年 Ｈ 19 年 増減数

発生件数 ６６ ５４ ＋１２

死 者 数 １ ２ －　１

傷 者 数 ９９ ８０ ＋１９

☆当別町社会福祉協議会へ

▼右近なみ子さ
んより　  　5 万円

▼堤　文雄さ
んより　　　  3 万円

▼濱田須美さ
んより　　　  3 万円

▼永上　巌さ
んより　　　  1 万円

▼松木久仁さんより

　　　　　　手作り人形 40 個など

▼住谷ミツさ
んより

　　　　　手編みの靴下 37 足など

▼渡辺ケイ子さんより

　　　　　手編みの靴下 110 足

☆当別町まちづくり基金へ

( ふるさと納税制度の対象 )

▼小原修幸さん ( 札幌市 )　7 万円

▼匿名の方　13 件　19 万 5 千円

法律相談　町の顧問弁護士が、皆

様の相談に応じます。

▼日時　1 月 16 日（金）

　13 時 30 分～

▼申込　福祉係　（☎ 23 － 3019）

介護相談　介護や高齢者虐待に関

する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談

心配や悩み相談を受け付けます。

( 毎月第 4 木曜日）

▼日時　1 月 22 日

　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

防犯協会ニュース

　当別町防犯協会では、地域の皆さんの協力を得て防

犯啓発のパトロール活動を行なっています。

　1�/1�（月）には、札幌北警

察署との協力で、防犯歳末特

別警戒パトロールを実施しま

した。

●当別町防犯協会・☎ ��-��11

広　告


